
☆***********************************************************************☆ 

 

         ニッセイメール配信サービス（メルマガ） 

                 

    【メルマガ内容】 

 

        ＤＢ基金（○）  ＤＢ規約（○）  ＤＣ  （○） 

        厚年基金（ ）  会計基準（ ）  その他 （ ） 

 

        【タイトル】第 16回社会保障審議会企業年金・個人年金部会／ 

          ＤＣの拠出限度額について 

 

☆***********************************************************************☆ 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

厚生労働省は 2020年 10月 14日、第 16回社会保障審議会企業年金・個人年金部会を 

開催しました。 

 

詳細は、以下の厚生労働省ＨＰをご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14112.html 

 

今回の部会では、傍聴可能な人数が限られておりましたため、上記ＨＰへ掲載された 

資料等に基づき、主な議事についてご案内いたします。 

 

【議事】 

 

前回（第 15 回）の部会に引続き、ＤＣの拠出限度額について議論が行われました。 

主な内容は以下のとおりです。  

 

 

１．ＤＢ掛金相当額（ＤＢ仮想掛金額）の算定方法について 

 

 ＤＢに加入している者とＤＢに加入していない者との間での公平を図るため、 

 ＤＢを併せて実施する場合のＤＣの拠出限度額に、各ＤＢ制度ごとの水準を反映 

 するべく、ＤＢ掛金相当額（ＤＢ仮想掛金額）の算定方法が検討されてきました。 



  ※現行は、全てのＤＢの掛金相当額を月額 2.75万円と一律に評価。 

 

 ７月の部会（第 12 回）において、事務局（厚生労働省）より、その算定方法の 

 案が示されていましたが、今回、公益社団法人日本年金数理人会が新たな案を 

 示しました。 

 （資料３「ＤＢの給付水準から掛金相当額への換算について」） 

   

 今回の議論を踏まえて、次回の部会において事務局より算定方法が示される予定 

 とされています。  

  

  

２．経過措置について 

 

 ＤＢ掛金相当額が 2.75万円超であり、見直しによりＤＣ拠出限度額が減少する場合 

 については、「所要の経過措置を講ずる」ものとされました。 

 

 経過措置の内容については、次回の部会において事務局より案が示される予定と 

 されています。 

 

 

３．今後の対応について 

  

 先に成立した改正法で、企業型ＤＣ加入者の個人型ＤＣ（iDeCo）加入要件の緩和が 

 図られましたが、その施行（2022 年 10月）の際には、企業型記録関連運営管理機関 

 （企業型ＲＫ）と国民年金基金連合会との間で、加入者に関する情報の連携・提供の 

 仕組みを構築することが必要となります。 

 

 ＤＣの拠出限度額を見直す場合には、これと併せて仕組みを検討することが効率的 

 であることから、法改正の施行に併せるべく議論が続けられる見通しです。 

 

  

 

～メルマガのバックナンバーを掲載しています～ 

http://www.nenkin.nissay.co.jp/info/ 

 

バックナンバーでは、過去の年金ＮＥＷＳ・メルマガに加え、マーケット情報等を 



ご覧いただくことができます。 
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